
先
週
で
紹
介
し
た
よ
う
に

被
災
者
の
仮
設
住
宅
か
ら
住

宅
新
築
・
購
入
の
自
力
再
建

や
災
害
公
営
住
宅
へ
の
入
居

者
の
関
心
事
は
健
康
へ
の
不

安
で
す
。
そ
う
し
た
中
で
、

対
象
が
国
保
加
入
者
に
限
定

と
い
う
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、

医
療
費
の
無
料
化
は
被
災
者

を
支
援
す
る
大
事
な
事
業
で

す
。
市
の
場
合
、
ど
ん
な
実

態
だ
っ
た
の
か
数
字
で
紹
介

し
ま
す
。
被
災
当
時
は
「
災

害
臨
時
特
例
補
助
金
等
」
と

し
て
国
か
ら
、
２
０
１
０
年

度
に
３
３
４
万
が
、
２
０
１

１
年
度
は
７
億
５
５
４
万
円

が
国
保
会
計
に
交
付
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
年
で
終
了
し

て
い
ま
す
。
岩
手
県
は
現
在
、

「
特
例
補
助
」

は
無
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
交

付
金
と
し
て
の

８
割
相
当
額
の

残
に
２
割
を
県

と
市
と
で
負
担

し
無
料
制
度
を

継
続
し
て
い
ま

す
。県

の
「
一
部

負
担
特
例
措
置

支
援
事
業
費
補

助
金
」
は
２
０

１
３
年
度
が
ピ
ー

ク
で
、
５
８
８

２
万
円
で
し
た

が
、
翌
年
は
４
１
５
９
万
円

に
減
っ
て
い
ま
す
。

県
平
均
の
超
過
が
特
徴

国
保
が
負
担
す
る
医
療
給

付
費
で
は
２
０
１
１
年
度
は

約
52
億
円
と
前
年
度
よ
り
７

億
２
千
万
円
増
え
ま
し
た
が

翌
年
度
の
53
億
円
を
ピ
ー
ク

に
減
り
続
け
て
い
ま
す
。
内

容
で
は
１
件
当
た
り
費
用
額

お
よ
び
１
人
当
た
り
の
費
用

額
共
に
13
市
や
県
平
均
を
超

え
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
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今
年
の
大
寒
は

１
月
20
日
。
24
節

気
の
一
つ
。
今
年

と
言
っ
た
の
は
年

で
違
う
た
め
。
字

の
ご
と
く
、

も
寒
さ
が
厳

し
い
▼
節
気
数
を
単
純
に
１

年
で
割
る
と
15
日
間
。
次
は

は
立
春
と
な
る
。
し
か
し
、

実
際
は
立
春
以
降
が
雪
も
多

く
、
寒
さ
が
厳
し
い
。
い
わ

ゆ
る
ズ
レ
が
あ
る
。
ズ
レ
と

言
え
ば
安
倍
内
閣
の
支
持
率

▼
１
％
の
超
富
裕
層
が
恩
恵

の
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
し
て
も

庶
民
の
生
活
感
覚
と
食
い
違

う
。
高
齢
者
に
は
年
金
カ
ッ

ト
。
若
者
に
も
非
正
規
の
冷

遇
と
サ
ー
ビ
ス
残
業
。
地
方

都
市
は
消
滅
が
話
題
▼
な
の

に
支
持
率
は
揺
る
が
な
い
。

原
因
の
一
つ
が
世
論
誘
導
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
総
理
の
友
人
が
会

長
に
就
任
。
「
政
府
が
右
と

い
う
の
を
左
と
報
道
で
き
な

い
」
と
ま
で
述
べ
た
▼
Ｎ
Ｈ

Ｋ
は
ア
ベ
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
揶や

揄
さ
れ
る
。
会
長
は
替
わ
っ

ゆた
が
、
報
道
内
容
が
以
前
の

ま
ま
で
は
困
る
。
揶
揄
の
内

は
ま
だ
し
も
、
戦
前
の
「
大

本
営
」
化
は
許
さ
れ
な
い
。

今
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の
大
寒
は
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日
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非
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率
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原
因
の
一
つ
が
世
論
誘
導
。

Ｎ
Ｈ
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は
総
理
の
友
人
が
会

長
に
就
任
。
「
政
府
が
右
と

い
う
の
を
左
と
報
道
で
き
な

い
」
と
ま
で
述
べ
た
▼
Ｎ
Ｈ

Ｋ
は
ア
ベ
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
揶や

揄
さ
れ
る
。
会
長
は
替
わ
っ

ゆた
が
、
報
道
内
容
が
以
前
の

ま
ま
で
は
困
る
。
揶
揄
の
内

は
ま
だ
し
も
、
戦
前
の
「
大

本
営
」
化
は
許
さ
れ
な
い
。

火火漁漁

被
告
の
（
却
下
申
立
て
に
）

「
法
令
に
基
づ
く
申
請
」
で
は

な
い
、
と
の
主
張
に
は
，
論
理

的
な
飛
躍
が
あ
る
。
行
政
訴
訟

法
が
求
め
る
要
件
は
「
法
令
に

基
づ
く
申
請
」
と
い
う
だ
け
で
、

行
政
が
内
部
規
則
上
、
予
定
の

申
請
か
否
か
は
、
義
務
付
け
訴

訟
の
適
法
性
に
関
連
性
を
も
た

な
い
。
ま
た
，
許
可
申
請
時
か

ら
２
年
経
過
後
の
「
不
適
法
」

主
張
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
時
期

に
後
れ
た
主
張
と
し
て
訴
訟
に

お
け
る
信
義
に
悖
る
と
言
わ
ざ

も

と

る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
裁
判

所
か
ら
主
張
の
真
意
を
問
わ
れ

て
の
申
立
で
あ
り
、
主
張
の
経

過
か
ら
も
到
底
、
成
算
あ
っ
て

の
申
立
で
は
な
い
。

被
告
の
不
許
可
理
由
は

被
告
が
不
許
可
処
分
が
違
法

で
な
い
と
、
主
張
す
る
も
の
は
、

許
可
受
有
者
に
、
『
「
岩
手

県
漁
業
調
整
規
則
に
は
、
漁
業

調
整
又
は
水
産
資
源
の
保
護
培

養
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
は
、
漁
業
の
許
可
を
し

な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
同
号
審
査
基
準
の
一
つ
に

本
県
が
定
め
た
固
定
式
刺
し
網

漁
業
の
許
可
等
の
取
扱
方
針

（
以
下
「
取
扱
方
針
」
）
に
、

固
定
式
刺
し
網
漁
業
の
許
可
の

対
象
者
を
定
め
て
い
る
。
』

「
原
告
ら
は
現
に
固
定
式
刺
し

網
漁
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る

（
以
下
「
許
可
受
有
者
」
）
。

本
申
請
は
、
取
扱
方
針
で
許
可

受
有
者
に
対
し
て
許
可
を
な
し

う
る
場
合
に
該
当
せ
ず
、
調
整

規
則
に
該
当
す
る
。
」
と
し
、

新
規
着
業
者
に
は
、
『
固
定
式

刺
し
網
漁
業
の
「
新
規
着
業
者
」

へ
の
許
可
は
、
知
事
が
定
め
た

新
規
許
可
枠
の
範
囲
内
と
し
て

お
り
、
現
在
は
新
規
許
可
枠
を

設
定
し
て
い
な
い
。
新
規
着
業

者
で
あ
る
原
告
ら
は
、
取
扱
方

針
の
許
可
を
な
し
う
る
場
合
に

該
当
せ
ず
、
漁
業
調
整
規
則
に

該
当
す
る
。
』
（
つ
づ
く
）
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に
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場
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と
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、
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り
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現
在
は
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を
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い
な
い
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で
あ
る
原
告
ら
は
、
取
扱
方

針
の
許
可
を
な
し
う
る
場
合
に

該
当
せ
ず
、
漁
業
調
整
規
則
に

該
当
す
る
。
』
（
つ
づ
く
）

被
災
者
の
切
実
な
要
求
で
も
あ
る
医
療
費
の
窓
口
負

担
を
県
は
新
年
度
も
実
施
す
る
こ
と
を
決
め
て
お
り
、

関
係
者
か
ら
感
謝
の
声
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

被
災
者
の
切
実
な
要
求
で
も
あ
る
医
療
費
の
窓
口
負

担
を
県
は
新
年
度
も
実
施
す
る
こ
と
を
決
め
て
お
り
、

関
係
者
か
ら
感
謝
の
声
が
よ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
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成算あっての申し立てにあらず成算あっての申し立てにあらず

訴訟の信義にもとる主張訴訟の信義にもとる主張

視
察
は
、
長
岡
市
の
「
ア
オ

ー
レ
」
の
管
理
形
態
と
見
附
市

は
「
空
き
家
対
策
」
が
目
的
で

す
。
「
ア
オ
ー
レ
」
は
長
岡
市

の
方
言
で
「
会
い
ま
し
ょ
う
」

の
意
味
、
「
ま
ち
な
か
型
公
共

サ
ー
ビ
ス
」
の
展
開
を
「
市
民

と
の
協
働
」
で
推
進
し
、
中
心

市
街
地
の
再
生
を
目
的
に
掲
げ

ま
す
。

施
設
は
２
０
１
２
年
４
月
開

業
、
Ｊ
Ｒ
長
岡
駅
と
ス
カ
イ
デ

ッ
キ
で
直
結
し
、
５
０
０
０
人

収
容
の
ア
リ
ー
ナ
、
屋
根
付
き

広
場
（
ナ
カ
ド
マ
）
、
市
役
所

シ
ア
タ
ー
な
ど
、
４
施
設
が
一

体
の
複
合
建
築
物
で
す
。

総
事
業
費
１
３
１
億
円
に
対

し
、
収
入
は
交
付
金
29
億
円
、

合
併
特
例
債
54
億
円
、
建
設
積

立
金
45
億
円
、
一
般
財
源
３
億

円
と
の
こ
と
で
し
た
。

施
設
利
用
等
の
企
画
や
管
理

・
運
営
等
は
「
未
来
創
造
」
と

「
市
民
協
働
」
の
両
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
称
す
る
二
つ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
が
担
い
、
総
勢
40
人
の
ス

タ
ッ
フ
に
は
市
か
ら
６
人
の
職

員
を
配
置
、
「
ル
ー
ル
を
作
ら

な
い
自
由
度
の
高
さ
」
を
運
営

理
念
に
、
一
般
の
利
用
者
は
無

料
が
原
則
で
す
。
（
つ
づ
く
）

視
察
は
、
長
岡
市
の
「
ア
オ

ー
レ
」
の
管
理
形
態
と
見
附
市

は
「
空
き
家
対
策
」
が
目
的
で

す
。
「
ア
オ
ー
レ
」
は
長
岡
市

の
方
言
で
「
会
い
ま
し
ょ
う
」

の
意
味
、
「
ま
ち
な
か
型
公
共

サ
ー
ビ
ス
」
の
展
開
を
「
市
民

と
の
協
働
」
で
推
進
し
、
中
心

市
街
地
の
再
生
を
目
的
に
掲
げ

ま
す
。

施
設
は
２
０
１
２
年
４
月
開

業
、
Ｊ
Ｒ
長
岡
駅
と
ス
カ
イ
デ

ッ
キ
で
直
結
し
、
５
０
０
０
人

収
容
の
ア
リ
ー
ナ
、
屋
根
付
き

広
場
（
ナ
カ
ド
マ
）
、
市
役
所

シ
ア
タ
ー
な
ど
、
４
施
設
が
一

体
の
複
合
建
築
物
で
す
。

総
事
業
費
１
３
１
億
円
に
対

し
、
収
入
は
交
付
金
29
億
円
、

合
併
特
例
債
54
億
円
、
建
設
積

立
金
45
億
円
、
一
般
財
源
３
億

円
と
の
こ
と
で
し
た
。

施
設
利
用
等
の
企
画
や
管
理

・
運
営
等
は
「
未
来
創
造
」
と

「
市
民
協
働
」
の
両
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
と
称
す
る
二
つ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
が
担
い
、
総
勢
40
人
の
ス

タ
ッ
フ
に
は
市
か
ら
６
人
の
職

員
を
配
置
、
「
ル
ー
ル
を
作
ら

な
い
自
由
度
の
高
さ
」
を
運
営

理
念
に
、
一
般
の
利
用
者
は
無

料
が
原
則
で
す
。
（
つ
づ
く
）

災
害
時
は
国
か
ら
約
８
億
円
の
特
例
補
助

災
害
時
は
国
か
ら
約
８
億
円
の
特
例
補
助

医療費無料医療費無料

総
務
常
任
委
員
会
は
24
日
、
新
潟
県
長
岡
市
、
見

附
市
を
視
察
、
田
中
市
議
の
報
告
を
紹
介
し
ま
す
。

総
務
常
任
委
員
会
は
24
日
、
新
潟
県
長
岡
市
、
見

附
市
を
視
察
、
田
中
市
議
の
報
告
を
紹
介
し
ま
す
。

茂
市
敏
之
市
議
の
議
員
資

格
調
査
特
別
委
員
会
（
落
合

久
三
委
員
長
）
は
16
日
（
月
）

の
会
議
で
、
本
人
の
申
し
出

（
弁
明
）
の
機
会
を
設
け
る

こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

委
員
会
の
調
査
報
告
は
２

月
20
日
に
予
定
の
３
月
定
例

会
本
会
議
に
な
る
見
込
み
で

す
。
16
日
は
同
市
議
が
役
員

だ
っ
た
時
期
の
（
有
）
角
登

設
備
の
平
成
26
年
度
、
同
27

年
度
の
決
算
書
が
議
会
に
提

出
さ
れ
、
当
該
年
度
の
宮
古

市
と
の
工
事
請
負
契
約
額

（
工
事
完
成
高
）
が
地
方
自

治
法
第
92
条
２
項
の
兼
業
禁

止
規
定
に
該
当
す
る
か
慎
重

な
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

茂
市
敏
之
市
議
の
議
員
資

格
調
査
特
別
委
員
会
（
落
合

久
三
委
員
長
）
は
16
日
（
月
）

の
会
議
で
、
本
人
の
申
し
出

（
弁
明
）
の
機
会
を
設
け
る

こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

委
員
会
の
調
査
報
告
は
２

月
20
日
に
予
定
の
３
月
定
例

会
本
会
議
に
な
る
見
込
み
で

す
。
16
日
は
同
市
議
が
役
員

だ
っ
た
時
期
の
（
有
）
角
登

設
備
の
平
成
26
年
度
、
同
27

年
度
の
決
算
書
が
議
会
に
提

出
さ
れ
、
当
該
年
度
の
宮
古

市
と
の
工
事
請
負
契
約
額

（
工
事
完
成
高
）
が
地
方
自

治
法
第
92
条
２
項
の
兼
業
禁

止
規
定
に
該
当
す
る
か
慎
重

な
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

利
用
は
原
則
無
料

利
用
は
原
則
無
料

アオーレ長岡の屋根付き広場（ナカドマ）アオーレ長岡の屋根付き広場（ナカドマ）

３
月
議
会
に
報
告

３
月
議
会
に
報
告

２２

ア
オ
ー
レ
長
岡
等
を
視
察

ア
オ
ー
レ
長
岡
等
を
視
察

医師から診断結果の説明医師から診断結果の説明


